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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の深さにイオンドーピング層を有する単結晶半導体基板と、前記単結晶半導体基板
の上方の第１の絶縁層と、を有する構造を用意する第１の工程と、
　ベース基板と、前記ベース基板の一部の上方の第２の絶縁層と、前記第２の絶縁層の上
方の非単結晶半導体層と、を有する構造を用意する第２の工程と、
　前記ベース基板の前記第２の絶縁層が形成されていない領域に前記第１の絶縁層を接合
させる第３の工程と、
　前記ベース基板の上方に前記第１の絶縁層を残存させ、且つ、前記第１の絶縁層の上方
に単結晶半導体層を形成する第４の工程と、を有し、
　前記第４の工程において、前記単結晶半導体基板の一部が前記イオンドーピング層にお
いて分離することによって、前記単結晶半導体層が形成され、
　前記第１の絶縁層は、前記単結晶半導体層と接する第１の酸化窒化シリコン層を有し、
　前記第１の絶縁層は、前記第１の酸化窒化シリコン層と接する窒化酸化シリコン層を有
し、
　前記第２の絶縁層は、前記非単結晶半導体層と接する第２の酸化窒化シリコン層を有す
ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半導体装置の作製方法、表示装置の作製方法、半導体装置、表示装置及び電
子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置などのフラットパネ
ルディスプレイが注目を集めている。
【０００３】
　フラットパネルディスプレイの駆動方式としては、パッシブマトリクス方式とアクティ
ブマトリクス方式とがある。アクティブマトリクス方式は、パッシブマトリクス方式と比
較して、低消費電力化、高精細化、基板の大型化等が可能になるというメリットを有する
。
【０００４】
　ここで、アクティブマトリクス方式の表示装置の構成例を、図１４を用いて簡単に説明
する。図１４（Ａ）は、駆動回路をＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉ
ｎｇ）方式を用いて設ける構成の一例を示している。
【０００５】
　図１４（Ａ）では、絶縁表面を有する基板１４００上に、画素１４０２をマトリクス状
に配列させた画素部１４０１が形成されている。画素１４０２は、走査線側入力端子１４
０３から延在する走査線と、信号線側入力端子１４０４から延在する信号線とが交差する
ことで、マトリクス状に形成される。画素部１４０１の画素それぞれには、スイッチング
素子とそれに接続する画素電極層が備えられている。スイッチング素子の代表的な一例は
ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）であり、ＴＦＴのゲート電極層側
が走査線と、ソース若しくはドレイン側が信号線と接続される。また、駆動回路を構成す
るＩＣ１４５１は、ＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）１４
５０と接続されている。
【０００６】
　図１４（Ａ）のように、外部に駆動回路を設ける構成においては、駆動回路として、単
結晶シリコンを用いたＩＣ（集積回路）を用いることが可能であるため、駆動回路の速度
に起因した問題は生じない。しかしながら、このようにＩＣを設ける場合には、表示部と
ＩＣを別々に用意する必要があること、表示部とＩＣとの接続工程が必要であること等か
ら、十分にコストを低減することができなかった。また、ＩＣの分だけ、表示装置のサイ
ズ（特に厚み）が大きくなってしまうという問題があった。
【０００７】
　そこで、上記問題点を解消するという観点から、画素部と駆動回路部を一体に形成する
方法が用いられるようになった（例えば、特許文献１参照）。図１４（Ｂ）は、画素部と
駆動回路部を一体に形成した場合の構成の一例である。
【特許文献１】特開平８－６０５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図１４（Ｂ）に示す場合には、駆動回路１４６０の半導体層としては、画素部と同様に
非晶質シリコンや微結晶シリコン、多結晶シリコンなどの非単結晶シリコンが用いられて
いる。しかしながら、非晶質シリコンはもとより、微結晶シリコンや多結晶シリコンを用
いる場合であっても、その特性は単結晶シリコンを用いる場合には遠く及ばないという問
題が存在する。特に、従来の駆動回路一体型の表示装置に用いられる半導体層では、必要
かつ十分な特性（移動度、Ｓ値等）を有するＴＦＴの作製が困難であり、駆動回路という
高速動作が求められる半導体装置を作製するに当たって大きな問題となっている。
【０００９】
　上記問題点に鑑み、本発明は、作製コストを低減しつつ、高速動作が可能な回路を設け
た半導体装置の作製方法を提供することを課題の一とする。また、当該作製方法を用いた
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半導体装置、特に、表示装置を提供することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明では、駆動回路部と画素部を、異なる性質の半導体層で形成する。具体的には、
駆動回路部は単結晶半導体層で形成し、画素部は非単結晶半導体層で形成する。これによ
り、作製のコストを低減しつつ、必要かつ十分な特性を有する駆動回路を作製することが
できる。
【００１１】
　本発明の半導体装置の作製方法の一は、単結晶半導体基板の表面から所定の深さにイオ
ンドーピング層を形成し、単結晶半導体基板上に第１の絶縁層を形成し、絶縁性基板上の
一部に第２の絶縁層を形成し、第２の絶縁層上に非単結晶半導体層を形成し、第１の絶縁
層を介して、単結晶半導体基板を絶縁性基板の第２の絶縁層が形成されていない領域に接
合させ、単結晶半導体基板を、イオンドーピング層において分離させる（イオンドーピン
グ層を剥離面（分離面、劈開面と呼んでも良い）として絶縁性基板から剥離させる）こと
により、絶縁性基板上に単結晶半導体層を形成することを特徴としている。
【００１２】
　本発明の半導体装置の作製方法の他の一は、単結晶半導体基板の表面から所定の深さに
イオンドーピング層を形成し、単結晶半導体基板上に第１の絶縁層を形成し、絶縁性基板
上の一部に第２の絶縁層を形成し、第２の絶縁層上に非単結晶半導体層を形成し、第１の
絶縁層を介して、単結晶半導体基板を絶縁性基板の第２の絶縁層が形成されていない領域
に接合させ、単結晶半導体基板を、イオンドーピング層において分離させることにより、
絶縁性基板上に単結晶半導体層を形成し、絶縁性基板上の単結晶半導体層を用いて高速動
作が要求される回路を形成し、絶縁性基板上の非単結晶半導体層を用いて高速動作が要求
されない回路を形成することを特徴としている。ここで高速動作が要求される回路とは、
一定以上の周波数での駆動が求められる回路を言うものとする。一例としては、１ＭＨｚ
以上の周波数での動作が求められ回路を言う。用いる半導体層を求められる周波数で規定
するのは、回路に用いられるスイッチング素子の動作可能な周波数が半導体材料に大きく
依存しているためである。キャリア移動度が大きい単結晶半導体材料（単結晶シリコンに
おける電子の場合で５００ｃｍ２／Ｖ・ｓ程度）を用いたスイッチング素子は、信号の伝
達速度が大きく高周波数動作に向いている。一方で、キャリア移動度の小さい非単結晶半
導体材料（非晶質シリコンにおける電子の場合で０．６ｃｍ２／Ｖ・ｓ程度）を用いたス
イッチング素子は、信号の伝達速度も小さく高周波数動作には向かない。なお、スイッチ
ング素子の動作可能な周波数の上限は、材料以外のパラメータ（例えばチャネル長等）に
も依存するため、一律に、ある周波数以上を高速動作と規定することは困難である。ここ
では、表示装置における駆動回路に要求される性能を一応の基準として、周波数の基準を
示した。
【００１３】
　本発明の表示装置の作製方法の一は、単結晶半導体基板の表面から所定の深さにイオン
ドーピング層を形成し、単結晶半導体基板上に第１の絶縁層を形成し、絶縁性基板上の一
部に第２の絶縁層を形成し、第２の絶縁層上に非単結晶半導体層を形成し、第１の絶縁層
を介して、単結晶半導体基板を絶縁性基板の第２の絶縁層が形成されていない領域に接合
させ、単結晶半導体基板を、イオンドーピング層において分離させることにより、絶縁性
基板上に単結晶半導体層を形成し、絶縁性基板上の単結晶半導体層を用いて駆動回路を形
成し、絶縁性基板上の非単結晶半導体層を用いて表示部（画素部）の回路を形成すること
を特徴としている。
【００１４】
　上記において、第１の絶縁層又は第２の絶縁層は、二層以上の積層構造で形成されてい
ても良い。また、第１の絶縁層の単結晶半導体層と接する部分と、第２の絶縁層の非単結
晶半導体層と接する部分とは、同じ材料を用いて形成されるようにしても良い。特に、第
１の絶縁層の単結晶半導体層と接する部分と、第２の絶縁層の非単結晶半導体層と接する
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部分とは、酸化窒化シリコン層及び窒化酸化シリコン層の積層構造にて形成されることが
好ましい。ここで、単結晶半導体層及び非単結晶半導体層と接するのは酸化窒化シリコン
層である。また、第１の絶縁層の絶縁性基板と接する部分は、酸化シリコン層にて形成さ
れることが好ましい。中でも、有機シランを用いて化学気相成長法により酸化シリコン層
を形成すると良い。
【００１５】
　また、上記において、非単結晶半導体層の膜厚より、単結晶半導体層の膜厚を小さく形
成することが好ましい。また、単結晶半導体層の膜厚と第１の絶縁層の膜厚との和が、非
単結晶半導体層の膜厚と第２の絶縁層の膜厚との和に等しくなるように形成することが好
ましい。ここで、等しいとは、厳密に等しいことに限らない。例えば、±５パーセント程
度の相違であれば、等しいとみなすことができる。
【００１６】
　また、上記において、絶縁性基板上に単結晶半導体層を形成した後にレーザー光を照射
し、単結晶半導体層及び非単結晶半導体層の特性を向上させることが好ましい。なお、単
結晶半導体層及び非単結晶半導体層は、絶縁性基板の一表面上に形成しても良いし、絶縁
性基板の異なる表面に形成しても良い。なお、上記においては、イオンドーピング層を形
成した後に絶縁層を形成する構成としているが、絶縁層を形成した後にイオンドーピング
層を形成する構成としても良い。
【００１７】
　本発明の半導体装置の一は、絶縁性基板上の第１の絶縁層及び第２の絶縁層と、第１の
絶縁層上の単結晶半導体層と、第２の絶縁層上の非単結晶半導体層と、を有することを特
徴としている。
【００１８】
　本発明の半導体装置の他の一は、絶縁性基板上の第１の絶縁層及び第２の絶縁層と、第
１の絶縁層上の単結晶半導体層と、第２の絶縁層上の非単結晶半導体層と、を有し、単結
晶半導体層は高速動作が要求される回路を形成するために用いられ、非単結晶半導体層は
、高速動作が要求されない回路を形成するために用いられたことを特徴としている。
【００１９】
　本発明の表示装置の一は、絶縁性基板上の第１の絶縁層及び第２の絶縁層と、第１の絶
縁層上の単結晶半導体層と、第２の絶縁層上の非単結晶半導体層と、を有し、単結晶半導
体層は駆動回路を形成するために用いられ、非単結晶半導体層は、表示部（画素部）の回
路を形成するために用いられたことを特徴としている。
【００２０】
　上記において、第１の絶縁層又は第２の絶縁層は、二層以上の積層構造であっても良い
。また、第１の絶縁層の単結晶半導体層と接する部分と、第２の絶縁層の非単結晶半導体
層と接する部分とは、同じ材料であっても良い。特に、第１の絶縁層の単結晶半導体層と
接する部分と、第２の絶縁層の非単結晶半導体層と接する部分とは、酸化窒化シリコン層
及び窒化酸化シリコン層の積層構造であることが好ましい。ここで、単結晶半導体層及び
非単結晶半導体層と接するのは酸化窒化シリコン層である。また、第１の絶縁層の、絶縁
性基板と接する部分は、酸化シリコン層であることが好ましい。中でも、有機シランを用
いて化学気相成長法により形成された酸化シリコンであると、なお良い。
【００２１】
　また、上記において、非単結晶半導体層の膜厚より、単結晶半導体層の膜厚が小さい構
成であると好ましい。また、単結晶半導体層の膜厚と第１の絶縁層の膜厚との和が、非単
結晶半導体層の膜厚と第２の絶縁層の膜厚との和に等しい構成であると好ましい。ここで
、等しいとは、厳密に等しいことに限らない。例えば、±５パーセント程度の相違であれ
ば、等しいとみなすことができる。
【００２２】
　さらに、上記の半導体装置及び表示装置を用いて様々な電子機器を提供することができ
る。
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【発明の効果】
【００２３】
　本発明の作製方法を用いることにより、必要かつ十分な特性を有する駆動回路を作製す
ることができる。これにより、完全なモノリシック型の半導体装置を作製することができ
るため、作製コストを低減することができる。また、外部にＩＣを接続することに起因し
て生じる厚みを低減することができる。また、額縁部分の面積を低減した半導体装置を作
製することができる。さらに、本発明を用いることにより、ガラス基板等の耐熱性が低い
基板を用いて高性能な半導体装置を作製することができる。
【００２４】
　なお、高精細の表示装置を作製する場合、画素の間隔が小さくなるため、画素部の容量
が小さくなる。つまり、画素部のスイッチングトランジスタに要求される特性は軽減され
ることになる。また、大型の表示装置を作製する場合、画素ピッチが大きくなるため、ト
ランジスタのサイズを大きくすることができる。この場合にも、画素部のスイッチングト
ランジスタに要求される特性は軽減される。したがって、画素部のスイッチングトランジ
スタを非晶質半導体若しくは非単結晶半導体で形成したとしても十分な性能を有する。
【００２５】
　これに対して、大型・高精細の表示装置では、駆動回路と画素とを結ぶ配線が長くなる
ため、配線抵抗は増加する。つまり、駆動回路にかかる電流が増大し、負荷が大きくなる
。また、画素数の増加に伴い、処理すべきデータ数が増加し、駆動回路の負荷が大きくな
る。つまり、駆動回路部のトランジスタには高い性能が要求されることになる。
【００２６】
　このように、非単結晶半導体層と単結晶半導体層を合わせて用いることにより要求され
る特性を完全に満たすことができるという点で、特に、大型・高精細の表示装置において
、本発明の効果は大きい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の実施の形態について、図面を用いて以下に説明する。但し、本発明は以下の説
明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様
々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する本発明の
構成において、同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いることとする。
【００２８】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明に用いる半導体基板の作製方法を、図１乃至図７を用いて以
下に説明する。なお、本実施の形態に係る半導体基板は、その一部を、単結晶半導体基板
から、異種基板（以下、「ベース基板」という）に転写して形成するものである。
【００２９】
　図１に、本発明に用いる半導体基板の斜視図を示す。また、図２及び図３に、本発明に
用いる半導体基板の断面図を示す。
【００３０】
　図１（Ａ）、図２（Ａ）、及び図２（Ｂ）において、半導体基板１００は、ベース基板
１１０の一表面上に、絶縁層１２０と単結晶半導体層１３０とが順次積層された積層体が
複数設けられ、また、絶縁層１４０と非単結晶半導体層１５０とが順次積層して設けられ
た構成を有する。単結晶半導体層１３０及び非単結晶半導体層１５０は、絶縁層１２０及
び絶縁層１４０を介してベース基板１１０上に設けられている。つまり、複数の単結晶半
導体層１３０及び非単結晶半導体層１５０が１枚のベース基板１１０上に設けられること
により、１枚の半導体基板１００が形成されている。なお、図１乃至図３では、便宜上、
１枚の半導体基板１００から一の表示装置を作製する場合の構成についてのみ示すが、本
発明はこれに限定して解釈されるものではない。
【００３１】
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　単結晶半導体層１３０として、代表的には単結晶シリコンが適用される。その他、単結
晶ゲルマニウムや、ガリウムヒ素、インジウムリンなどの化合物半導体（単結晶）を適用
することもできる。
【００３２】
　単結晶半導体層１３０の形状は特に限定されないが、矩形状（正方形を含む）とすると
加工が容易になり、ベース基板１１０にも集積度良く貼り合わせることができ好ましい。
【００３３】
　ベース基板１１０には絶縁表面を有する基板または絶縁基板を用いる。具体的には、ア
ルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスのよう
な電子工業用に使われる各種ガラス基板、石英基板、セラミック基板、サファイヤ基板等
を用いることができる。好ましくはガラス基板を用いるのがよく、例えば第６世代（１５
００ｍｍ×１８５０ｍｍ）、第７世代（１８７０ｍｍ×２２００ｍｍ）、第８世代（２２
００ｍｍ×２４００ｍｍ）といわれる大面積のマザーガラス基板を用いることができる。
大面積のマザーガラス基板をベース基板１１０として用いることで、半導体基板の大面積
化が実現できる。本実施の形態においては、１枚のベース基板から一の表示装置を作製す
る場合について示すが、１枚のベース基板から複数の表示装置を作製する場合（多面取り
の場合）には、単結晶半導体層１３０及び非単結晶半導体層１５０の大きさを適宜調節し
て作製すれば良い。
【００３４】
　ベース基板１１０と単結晶半導体層１３０の間には、絶縁層１２０が設けられている。
絶縁層１２０は単層構造としても積層構造としてもよいが、ベース基板１１０と接合する
面（以下、「接合面」ともいう）は、平滑面を有し、親水性表面となるようにする。
【００３５】
　図２（Ａ）は絶縁層１２０として接合層１２２を形成する例を示している。平滑面を有
し親水性表面を形成できる接合層１２２としては、酸化シリコン層が適している。特に、
有機シランを用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコン層が好ましい。有機シ
ランとしては、テトラエトキシシラン（略称；ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）
、テトラメチルシラン（Ｓｉ（ＣＨ３）４）、トリメチルシラン（（ＣＨ３）３ＳｉＨ）
、テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシクロテトラシロ
キサン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエトキシシラン（Ｓ
ｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（ＣＨ３）２）３）
等のシリコン含有化合物を用いることができる。
【００３６】
　上記平滑面を有し親水性表面を形成する接合層１２２は、膜厚５ｎｍ乃至５００ｎｍの
範囲で設けることが好ましい。接合層１２２の膜厚を上記範囲内とすることで、被成膜表
面の表面荒れを平滑化すると共に、当該膜の成長表面の平滑性を確保することが可能であ
る。また、接合層１２２と接合する基板（図２（Ａ）ではベース基板１１０）との貼り合
わせの不良を低減することができる。なお、ベース基板１１０にも、接合層１２２と同様
の酸化シリコン層を設けてもよい。絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板であるベース
基板１１０に単結晶半導体層１３０を接合するに際し、接合を形成する面の一方若しくは
双方に、好ましくは有機シランを原材料として成膜した酸化シリコン層でなる接合層を設
けることで強固な接合を形成することができる。
【００３７】
　図２（Ｂ）には絶縁層１２０を積層構造とする例を示している。具体的には、絶縁層１
２０として接合層１２２及び窒素含有絶縁層１２４の積層構造を形成する例を示している
。なお、ベース基板１１０との接合面には接合層１２２が形成されるようにするため、単
結晶半導体層１３０と接合層１２２との間に窒素含有絶縁層１２４が設けられた構成とす
る。窒素含有絶縁層１２４は、窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層（ＳｉＮｘＯｙ：ｘ
＞ｙ）又は酸化窒化シリコン層（ＳｉＯｘＮｙ：ｘ＞ｙ）などを用いて単層構造又は積層
構造で形成する。例えば、単結晶半導体層１３０側から酸化窒化シリコン層、窒化酸化シ
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リコン層を積層して窒素含有絶縁層１２４とすることができる。
【００３８】
　ここで、単結晶半導体層１３０に接するように窒化酸化シリコン層を形成した場合、応
力により単結晶半導体層の特性が低下してしまうという問題がある。また、可動イオンや
水分等の拡散を防ぐという観点からは、窒化酸化シリコン層を設けることが好ましい。つ
まり、上記の例の如く、単結晶半導体層１３０側から酸化窒化シリコン層、窒化酸化シリ
コン層を積層して窒素含有絶縁層１２４とすることが好ましい。なお、窒素含有絶縁層１
２４は、可動イオンや水分等の不純物が単結晶半導体層１３０に拡散することを防ぐため
に設けられており、接合層１２２はベース基板１１０と接合を形成するために設けられて
いるという点で、その目的は異なっている。また、上記の構成はあくまでも一例であって
、単結晶半導体層１３０と窒化酸化シリコン層とを接して設ける構成を排除するものでは
ない。
【００３９】
　なお、非単結晶半導体層１５０の下部に設けられた絶縁層１４０は、単結晶半導体層１
３０の下部に設けられた絶縁層１２０と同じ構成とすることには限定されないが、図２（
Ａ）及び図２（Ｂ）に示すように、少なくとも非単結晶半導体層１５０と接する材料と単
結晶半導体層１３０と接する材料とを同じにすることが好ましい。接する材料を同じにす
ることで、後のパターニングの際の非単結晶半導体層１５０及び単結晶半導体層１３０の
エッチング特性をそろえることができる。
【００４０】
　なお、酸化窒化シリコン層とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いもの
を示し、例えば、酸素が５０原子％以上７０原子％以下、窒素が０．５原子％以上１５原
子％以下、珪素が２５原子％以上３５原子％以下、水素が０．１原子％以上１０原子％以
下の範囲で含まれるものをいう。また、窒化酸化シリコン層とは、その組成として、酸素
よりも窒素の含有量が多いものを示し、例えば、酸素が５原子％以上３０原子％以下、窒
素が２０原子％以上５５原子％以下、珪素が２５原子％以上３５原子％以下、水素が１０
原子％以上３０原子％以下の範囲で含まれるものをいう。但し、上記範囲は、ラザフォー
ド後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅ
ｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）や、水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ
　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）を用いて測定した場合のものである。また、構成元素の含有比
率は、その合計が１００原子％を超えない値をとる。
【００４１】
　図１（Ｂ）、図３（Ａ）、及び３（Ｂ）は、ベース基板１１０に接合層１６４を含む絶
縁層１６０を形成する例を示している。絶縁層１６０は、単層構造でも積層構造でもよい
が、単結晶半導体層１３０との接合面は平滑面を有し親水性表面を形成するようにする。
なお、ベース基板１１０と接合層１６４との間には、ベース基板１１０として用いられる
ガラス基板からアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属などの可動イオンの拡散を防ぐた
め、バリア層１６２が設けられていることが好ましい。
【００４２】
　図３（Ａ）は、絶縁層１６０としてバリア層１６２、接合層１６４の積層構造を形成す
る例を示している。接合層１６４としては、前記接合層１２２と同様の酸化シリコン層を
設ければよい。また、単結晶半導体層１３０に適宜接合層を設けてもよい。図３（Ａ）で
は、単結晶半導体層１３０にも接合層１２２を設ける例を示している。このような構成と
することで、ベース基板１１０及び単結晶半導体層１３０を接合させる際に接合層同士で
接合を形成するため、より強固な接合を形成することができる。バリア層１６２は、酸化
シリコン層、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層又は窒化酸化シリコン層を用いて単層
構造又は積層構造で形成する。好ましくは、窒素を含有する絶縁層を用いて形成する。
【００４３】
　図３（Ｂ）は、ベース基板１１０に接合層１６４を設ける例を示している。具体的には
、ベース基板１１０に絶縁層１６０としてバリア層１６２と接合層１６４の積層構造を設
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けている。また、単結晶半導体層１３０には酸化シリコン層１２６を設けている。ベース
基板１１０に単結晶半導体層１３０を接合する際には、酸化シリコン層１２６が接合層１
６４と接合を形成する。酸化シリコン層１２６は、熱酸化法により形成されたものが好ま
しい。また、酸化シリコン層１２６としてケミカルオキサイドを用いることもできる。ケ
ミカルオキサイドは、例えば、オゾン含有水で単結晶半導体基板表面を処理することで形
成することができる。ケミカルオキサイドは単結晶半導体基板の表面の良好な平坦性を反
映して形成されるので好ましい。
【００４４】
　なお、非単結晶半導体層１５０の下部に設けられた絶縁層１４０は、単結晶半導体層１
３０の下部に設けられた接合層１２２や酸化シリコン層１２６と同じ構成とすることには
限定されないが、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示すように、少なくとも非単結晶半導体層
１５０と接する材料と単結晶半導体層１３０と接する材料とを同じにすることが好ましい
。接する材料を同じにすることで、後のパターニングの際の非単結晶半導体層１５０及び
単結晶半導体層１３０のエッチング特性をそろえることができる。
【００４５】
　次に、半導体基板の製造方法について説明する。ここでは、図２（Ｂ）に示す半導体基
板の製造方法の例について、図４乃至図７を用いて説明する。なお、図２（Ａ）、図３（
Ａ）、図３（Ｂ）等に示す半導体基板についても同様にして作製することができることは
いうまでもない。
【００４６】
　まず、図４（Ａ）に示すように、ベース基板４００上に絶縁層４０２を成膜する。ベー
ス基板４００としては、上記のような基板を用いることができる。また、ＰＥＴ、ＰＥＳ
、ＰＥＮに代表されるプラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂からなる基
板を用いることも可能である。
【００４７】
　絶縁層４０２はベース基板４００中に含まれるアルカリ金属やアルカリ土類金属が、半
導体層中に拡散し、半導体素子の特性に悪影響を与えることを防止するために設ける。よ
ってアルカリ金属やアルカリ土類金属の半導体層への拡散を抑制することができる窒化珪
素や、窒素を含む酸化珪素といった絶縁性材料を用いて形成することが好ましい。本実施
の形態では、プラズマＣＶＤ法を用いて窒素を含む酸化珪素膜を１０ｎｍ以上４００ｎｍ
以下（好ましくは５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下）の膜厚になるように形成する。
【００４８】
　次に、絶縁層４０２上に半導体層４０４を形成する。半導体層４０４の膜厚は２５ｎｍ
以上１００ｎｍ以下（好ましくは３０ｎｍ以上６０ｎｍ以下）とする。なお半導体層４０
４は、非晶質半導体であっても良いし、多結晶半導体であっても良い。また半導体として
は、シリコン（Ｓｉ）だけではなくシリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）等を用いることも
できる。
【００４９】
　次に、図４（Ｂ）に示すように、半導体層４０４にレーザー光４０８を照射し、結晶化
を行なう。本実施の形態のようなレーザー結晶化を行なう場合には、レーザー光に対する
半導体層４０４の耐性を高めるために、５００℃、１時間程度の加熱処理工程をレーザー
結晶化の工程の前に加えてもよい。
【００５０】
　レーザー結晶化の工程には、例えば、連続発振のレーザー（ＣＷレーザー）や、擬似的
なＣＷレーザー（発振周波数が１０ＭＨｚ以上、好ましくは８０ＭＨｚ以上のパルス発振
レーザー）等を用いることができる。
【００５１】
　具体的には、連続発振のレーザーとして、Ａｒレーザー、Ｋｒレーザー、ＣＯ２レーザ
ー、ＹＡＧレーザー、ＹＶＯ４レーザー、ＹＬＦレーザー、ＹＡｌＯ３レーザー、ＧｄＶ
Ｏ４レーザー、Ｙ２Ｏ３レーザー、ルビーレーザー、アレキサンドライトレーザー、Ｔｉ
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：サファイアレーザー、ヘリウムカドミウムレーザー等を挙げることができる。
【００５２】
　また、擬似的なＣＷレーザーとして、Ａｒレーザー、Ｋｒレーザー、エキシマレーザー
、ＣＯ２レーザー、ＹＡＧレーザー、ＹＶＯ４レーザー、ＹＬＦレーザー、ＹＡｌＯ３レ
ーザー、ＧｄＶＯ４レーザー、Ｙ２Ｏ３レーザー、ルビーレーザー、アレキサンドライト
レーザー、Ｔｉ：サファイアレーザー、銅蒸気レーザーまたは金蒸気レーザーのようなパ
ルス発振レーザー等を挙げることができる。
【００５３】
　このようなパルス発振レーザーは、発振周波数を増加させると、連続発振レーザーと同
等の効果を示すようになる。
【００５４】
　例えば連続発振が可能な固体レーザーを用いる場合、基本波の第２高調波乃至第４高調
波を照射することで、大粒径の結晶を得ることができる。代表的には、ＹＡＧレーザー（
基本波１０６４ｎｍ）の第２高調波（５３２ｎｍ）や第３高調波（３５５ｎｍ）を用いる
ことができる。パワー密度は０．０１ＭＷ／ｃｍ２以上１００ＭＷ／ｃｍ２以下程度（好
ましくは０．１ＭＷ／ｃｍ２以上１０ＭＷ／ｃｍ２以下）とすれば良い。
【００５５】
　上記の如き半導体層４０４へのレーザー光の照射により、結晶性がより高められた結晶
性半導体層４１０（又は非単結晶半導体層）が形成される。
【００５６】
　なお、本実施の形態においてはレーザー光の照射により結晶性半導体層４１０を形成す
る例を示したが、本発明はこれに限定して解釈されない。工程の簡略化のために、結晶化
工程を経ない半導体層４０４を用いても良い。
【００５７】
　次に、図４（Ｃ）に示すように結晶性半導体層４１０を選択的にエッチングし、さらに
絶縁層４０２をエッチングしてベース基板表面の一部を露出させる。結晶性半導体層４１
０のエッチングの際に、後の画素ＴＦＴを構成する島状半導体層を形成してもよい。以上
の工程により、ベース基板４００上に結晶性半導体層４１０（又は非単結晶半導体層）が
形成された。
【００５８】
　次に、単結晶半導体層を形成する。まず、単結晶半導体基板５００を準備する（図５（
Ａ）、図６（Ａ）参照）。単結晶半導体基板５００としては、例えばシリコン基板やゲル
マニウム基板、ガリウムヒ素やインジウムリンなどの化合物半導体基板を用いることがで
きる。シリコン基板としては、直径５インチ（１２５ｍｍ）、直径６インチ（１５０ｍｍ
）、直径８インチ（２００ｍｍ）、直径１２インチ（３００ｍｍ）サイズのものが代表的
であり、その形状は円形のものが多いが、これを矩形状に加工したものを用いても良い。
また、厚さは１．５ｍｍ程度まで適宜選択できる。
【００５９】
　次に、単結晶半導体基板５００の表面から、電界で加速されたイオン５０２を所定の深
さに打ち込み、イオンドーピング層５０４（単に損傷領域と呼ぶこともできる）を形成す
る（図５（Ａ）、図６（Ａ）参照）。ここで、イオンの打ち込みとは、イオンを電界で加
速させて対象物に照射することをいう。これにより、対象物の表面から所定の深さの領域
に、対象物の組成、原子配列等が変化した領域（損傷領域）を形成することができる。な
お、本実施の形態においては、イオンドーピング装置を用いてイオンを打ち込んでいるた
め、上記損傷領域を、特に、イオンドーピング層と呼んでいる。しかしながら、ここでい
う「イオンドーピング装置を用いたイオン打ち込み」は、Ｈ３

＋イオンの割合を高めて打
ち込むことを特徴とするものであるから、このような特徴を備える他の方法を用いても良
い。すなわち、「イオンドーピング層」がイオンドーピング装置を用いて作製されたもの
に限定して解釈されるものではない。なお、質量分離を行うイオンの打ち込み方法として
は、イオン注入装置を用いる方法があるが、イオンドーピング装置を用いるイオン打ち込
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みはイオン注入装置を用いる場合と比較してイオンの打ち込み効率を高めることができる
ため、イオンドーピング装置を用いてイオンを打ち込むことが好ましいと言える。
【００６０】
　単結晶半導体基板５００へのイオン５０２の打ち込みは、後にベース基板４００に形成
される単結晶半導体層５１２の膜厚を考慮して行われる（図７（Ｂ）参照）。好ましくは
、単結晶半導体層５１２の膜厚が５ｎｍ乃至５００ｎｍ、より好ましくは１０ｎｍ乃至２
００ｎｍの厚さとなるようにする。なお、単結晶半導体層５１２の特性をより向上するた
め、単結晶半導体層の膜厚が小さくなるようにイオンドーピング層５０４を形成すること
が好ましい。具体的には、結晶性半導体層４１０（又は非単結晶半導体層）より単結晶半
導体層５１２の膜厚が小さくなるように形成する。膜厚を小さくすることにより、高速化
に伴う短チャネル効果を抑制することができる。また、寄生容量を低減することができる
。なお、結晶性半導体層４１０（または非単結晶半導体層）については、単結晶半導体層
５１２ほどの特性を要求されるわけではないから、歩留まりの良い膜厚にて形成してやれ
ば良い。
【００６１】
　イオン５０２としては、水素、ヘリウム、又はハロゲン元素から選ばれたソースガスを
プラズマ励起して生成されたイオン種を用いることが好ましい。水素イオンを打ち込む場
合には、Ｈ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋イオンを生成する際に、Ｈ３

＋イオンの割合を高めておく
とイオンの打ち込み効率を高めることができ、打ち込み時間を短縮することができるため
好ましい。また、このような構成とすることで、単結晶半導体層５１２の剥離を容易に行
うことができる。
【００６２】
　なお、所定の深さにイオンドーピング層５０４を形成するために、イオン５０２を高ド
ーズ条件で打ち込む場合がある。このとき、条件によっては単結晶半導体基板５００の表
面が粗くなってしまう。そのため、単結晶半導体基板５００の表面に、保護層として窒化
シリコン層又は窒化酸化シリコン層などを膜厚５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下程度の範囲で
設けておいてもよい。
【００６３】
　次に、単結晶半導体基板５００に絶縁層５０６を形成した後、接合層５０８を形成する
（図５（Ｂ）、図６（Ｂ）参照）。絶縁層５０６は絶縁層４０２と同じ材料で形成するこ
とが好ましいが、これに限定されるものではない。なお、絶縁層５０６と絶縁層４０２を
同じ材料にて形成することで、エッチングの選択比を十分に確保することができる。つま
り、後に形成される単結晶半導体層５１２と結晶性半導体層４１０（又は非単結晶半導体
層）との膜厚が異なる場合であっても、同時にエッチングを行ってパターニングすること
が可能となる。絶縁層５０６及び絶縁層４０２の一例として、酸化窒化シリコン層と窒化
酸化シリコン層との積層構造を用いても良い。単結晶半導体層５１２と結晶性半導体層４
１０（又は非単結晶半導体層）に接して酸化窒化シリコン層を有し、酸化窒化シリコン層
と窒化酸化シリコン層とが積層された構成であれば、応力により単結晶半導体層及び結晶
性半導体層４１０（又は非単結晶半導体層）の特性が低下してしまうという問題もなく、
また、可動イオンや水分等の拡散を防ぐことが可能であり、さらに、エッチングの選択比
を十分に確保することができる。
【００６４】
　本実施の形態では絶縁層５０６として、プラズマＣＶＤ法を用いて、窒素を含む酸化珪
素膜を形成する。接合層５０８は、単結晶半導体基板５００がベース基板と接合を形成す
る面に形成する。ここで形成する接合層５０８としては、上記のように有機シランを原料
ガスに用いた化学気相成長法により成膜される酸化シリコン層が好ましい。その他に、シ
ランを原料ガスに用いた化学気相成長法により成膜される酸化シリコン層を適用すること
もできる。化学気相成長法による成膜では、単結晶半導体基板５００に形成したイオンド
ーピング層５０４から脱ガスが起こらない程度の温度、例えば、３５０℃以下の温度が適
用される。なお、単結晶半導体基板５００から単結晶半導体層５１２を剥離する加熱処理



(11) JP 5352122 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

は、化学気相成長法による成膜温度よりも高い加熱処理温度が適用される。
【００６５】
　なお、後に剥離によって形成される単結晶半導体層５１２と、絶縁層５０６、及び接合
層５０８の膜厚の和が、結晶性半導体層４１０（または非単結晶半導体層）と絶縁層４０
２との膜厚の和に等しくなるように、絶縁層５０６等を形成することが好ましい。膜厚の
和が等しくなるように形成することで、配線の段切れ等を低減することができる。また、
膜厚の和を等しくすることは、良好な作製プロセスが可能となる点で有効である。
【００６６】
　次に、単結晶半導体基板５００を所望の大きさ、形状に加工する（図５（Ｃ）、図６（
Ｃ）参照）。図６（Ｃ）では、円形の単結晶半導体基板５００を分断して、矩形の単結晶
半導体基板５１０を形成する例を示している。この際、絶縁層５０６、接合層５０８及び
イオンドーピング層５０４も分断される。つまり、所望の大きさ、形状を有し、所定の深
さにイオンドーピング層５０４が形成され、表面（ベース基板４００との接合面）に接合
層５０８が形成された単結晶半導体基板５１０が得られる。
【００６７】
　矩形の単結晶半導体基板５１０は、所望の大きさとすることができるが、ここでは、駆
動回路の大きさとする。駆動回路の大きさは駆動回路として求められる面積に応じて適宜
選択すればよい。単結晶半導体基板５１０を矩形状にすると、後の製造工程における加工
が容易になり、さらに単結晶半導体基板５００から効率的に矩形の単結晶半導体基板５１
０を切り出すことも可能になるため好ましい。単結晶半導体基板５００の分断は、ダイサ
ー或いはワイヤソー等の切断装置、レーザー切断、プラズマ切断、電子ビーム切断、その
他任意の切断手段を用いて行うことができる。
【００６８】
　なお、単結晶半導体基板表面に接合層を形成するまでの工程順序は、適宜入れ替えるこ
とが可能である。図５及び図６では単結晶半導体基板にイオンドーピング層を形成し、前
記単結晶半導体基板の表面に絶縁層及び接合層を形成した後、前記単結晶半導体基板を所
望のサイズに加工する例を示している。これに対し、例えば、単結晶半導体基板を所望の
サイズに加工した後、前記所望のサイズの単結晶半導体基板にイオンドーピング層を形成
し、前記所望のサイズの単結晶半導体基板の表面に絶縁層及び接合層を形成することもで
きる。
【００６９】
　次に、ベース基板４００と単結晶半導体基板５１０を貼り合わせる。図７（Ａ）には、
ベース基板４００と単結晶半導体基板５１０の接合層５０８を密着させ、ベース基板４０
０と接合層５０８を接合させて、ベース基板４００と単結晶半導体基板５１０を貼り合わ
せる例を示す。なお、接合を形成する面（接合面）は十分に清浄化しておくことが好まし
い。ベース基板４００と接合層５０８を密着させることにより接合が形成される。この接
合にはファンデルワールス力が作用しており、ベース基板４００と単結晶半導体基板５１
０とを密着させて圧力をかけることで、水素結合による強固な接合を形成することが可能
である。
【００７０】
　また、ベース基板４００と接合層５０８との良好な接合を形成するために、接合面を活
性化しておいてもよい。例えば、接合を形成する面の一方又は双方に原子ビーム又はイオ
ンビームを照射する。原子ビーム又はイオンビームを利用する場合には、アルゴン等の不
活性ガス中性原子ビーム又は不活性ガスイオンビームを用いることができる。その他に、
プラズマ照射又はラジカル処理を行うことで接合面を活性化することもできる。このよう
な表面処理により、４００℃以下の温度であっても異種材料間の接合を形成することが容
易となる。
【００７１】
　また、接合層５０８を介してベース基板４００と単結晶半導体基板５１０を貼り合わせ
た後は、加熱処理や加圧処理を行うことが好ましい。加熱処理や加圧処理を行うことで接
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合強度を向上させることが可能となる。加熱処理の温度は、ベース基板４００の耐熱温度
以下であることが好ましい。加圧処理においては、接合面に垂直な方向に圧力が加わるよ
うに行い、ベース基板４００及び単結晶半導体基板５１０の耐圧性を考慮して行う。
【００７２】
　次に、加熱処理を行い、イオンドーピング層５０４を剥離面として単結晶半導体基板５
１０の一部を分離する（図７（Ｂ）参照）。加熱処理の温度は接合層５０８の成膜温度以
上、ベース基板４００の耐熱温度以下とすることが好ましい。例えば、４００℃乃至６０
０℃の加熱処理を行うことにより、イオンドーピング層５０４に形成された微小な空洞の
体積変化が起こり、イオンドーピング層５０４に沿って分離（剥離、劈開と呼んでも良い
）することが可能となる。接合層５０８はベース基板４００と接合しているので、ベース
基板４００上には単結晶半導体層５１２が残存することとなる。
【００７３】
　以上で、ベース基板４００上に接合層５０８を介して単結晶半導体層５１２が設けられ
、かつ、結晶性半導体層４１０（又は非単結晶半導体層）が設けられた半導体基板が形成
される。なお、本実施の形態にて説明した半導体基板は、１枚のベース基板上に接合層を
介して複数の単結晶半導体層が設けられた構造であるが、これに限定して解釈されない。
【００７４】
　なお、本実施の形態においては、単結晶半導体層及び結晶性半導体層（非単結晶半導体
層）は、絶縁性基板の一表面上に形成したが、本発明はこれに限らない。例えば、絶縁性
基板の一表面（表面）に非単結晶半導体層を形成して表示部とし、絶縁性基板の別の一表
面（裏面）に単結晶半導体層を形成して駆動回路部としても良い。このような構成とする
ことにより、絶縁性基板の一表面をすべて表示部として用いることができるため、表示装
置の額縁部分がごく僅かになり、表示面の有効利用が可能となる。また、駆動回路を単結
晶半導体層にて形成することにより、駆動回路に必要かつ十分な動作速度を確保すること
ができる。ここで、表面の表示部と裏面の駆動回路部との電気的な接続は、絶縁性基板、
例えば、ガラス基板を貫通する埋め込み配線によって行うことができる。また、ＦＰＣを
用いて接続することも可能である。
【００７５】
　なお、剥離により得られる単結晶半導体層は、その表面を平坦化するため、化学的機械
的研磨（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：ＣＭＰ）を行
うことが好ましい。また、ＣＭＰ等の物理的研磨手段を用いず、単結晶半導体層の表面に
レーザー光を照射して平坦化を行ってもよい。レーザー光を照射して単結晶半導体層を平
坦化する場合には、同時に、非単結晶半導体層にレーザー光を照射してその結晶性を向上
させても良い。これにより、一度の工程で、単結晶半導体層の平坦化と非単結晶半導体層
の特性向上とを実現することができる。つまり、非単結晶半導体層のみを結晶化する工程
が不要となるため、工程数を削減することができ、作製コストの低減につながる。レーザ
ーとしては、本実施の形態にて示した結晶化に係るレーザーなどを用いることが可能であ
る。なお、レーザー光を照射する際は、酸素濃度が１０ｐｐｍ以下の窒素雰囲気下で行う
ことが好ましい。これは、酸素雰囲気下でレーザー光の照射を行うと単結晶半導体層表面
が荒れる恐れがあるためである。また、得られた単結晶半導体層の薄膜化を目的として、
ＣＭＰ等を行ってもよい。
【００７６】
　なお、本実施の形態においては、イオンドーピング層５０４を形成した後に絶縁層５０
６を形成する場合について説明しているが、本発明はこれに限定して解釈されない。絶縁
層５０６を形成した後にイオンドーピング層５０４を形成する構成としても良い。
【００７７】
　本実施の形態にて示した方法を用いることにより、単結晶半導体層と非単結晶半導体層
とが併せて設けられた基板を提供することができる。これにより、高速動作が要求される
回路を、単結晶半導体層を用いて形成することができる。ここで、高速動作が要求される
回路とは、一定以上の周波数での駆動が求められる回路を言う。一例としては、１ＭＨｚ
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以上の周波数での動作が求められ回路を言う。用いる半導体層を求められる周波数で規定
するのは、回路に用いられるスイッチング素子の動作可能な周波数が半導体材料に大きく
依存しているためである。キャリア移動度が大きい単結晶半導体材料（単結晶シリコンに
おける電子の場合で５００ｃｍ２／Ｖ・ｓ程度）を用いたスイッチング素子は、信号の伝
達速度が大きく高周波数動作に向いている。一方で、キャリア移動度の小さい非単結晶半
導体材料（非晶質シリコンにおける電子の場合で０．６ｃｍ２／Ｖ・ｓ程度）を用いたス
イッチング素子は、信号の伝達速度も小さく高周波数動作には向かない。なお、スイッチ
ング素子の動作可能な周波数の上限は、材料以外のパラメータ（例えばチャネル長等）に
も依存するため、一律に、ある周波数以上を高速動作と規定することは困難である。ここ
では、表示装置における駆動回路に要求される性能を一応の目安として、周波数の基準を
示した。
【００７８】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、実施の形態１にて作製した半導体基板を用いて液晶表示装置を製造
する方法について、図８乃至１１を用いて以下に説明する。
【００７９】
　図８（Ａ）は液晶表示装置の上面図であり、図８（Ｂ）は図８（Ａ）の線分ＯＰにおけ
る断面図であり、図８（Ｃ）は液晶表示装置の斜視図である。
【００８０】
　本実施の形態に係る液晶表示装置は、第１の基板８００上に設けられた表示部８２０と
、第１の駆動回路部８３０と、第２の駆動回路部８５０と、を有する。表示部８２０、第
１の駆動回路部８３０及び第２の駆動回路部８５０は、シール材８８０によって、第１の
基板８００と第２の基板８９０との間に封止されている。また、第１の基板８００上には
、第１の駆動回路部８３０及び第２の駆動回路部８５０に外部からの信号を伝達する外部
入力端子が接続される端子領域８７０が設けられる。
【００８１】
　図８（Ｂ）に示すように、表示部８２０にはトランジスタを有する画素回路部８２２が
設けられている。また、第１の駆動回路部８３０にはトランジスタを有する周辺回路部８
３２が設けられている。第１の基板８００と画素回路部８２２との間には、絶縁層８０２
が設けられている。第１の基板８００と周辺回路部８３２との間には、接合層８０４、絶
縁層８０６が積層されている。なお、基板８００上に下地絶縁層として機能する絶縁層を
設ける構成としても良い。画素回路部８２２及び周辺回路部８３２、或いはその上層には
、層間絶縁層として機能する絶縁層８０８、絶縁層８０９が設けられている。画素回路部
８２２に形成されたトランジスタのソース電極又はドレイン電極は、絶縁層８０９に形成
された開口を介して、画素電極８６０と電気的に接続される。なお、画素回路部８２２は
トランジスタを用いた回路が集積されているが、ここでは便宜上、１つのトランジスタの
断面のみを示している。同様に、周辺回路部８３２にもトランジスタを用いた回路が集積
されているが、便宜上、２つのトランジスタの断面のみを示している。
【００８２】
　画素回路部８２２及び周辺回路部８３２上には、画素電極８６０を覆うように形成され
た配向膜８８２と、配向膜８８７とで挟持された液晶層８８４が設けられている。液晶層
８８４は、スペーサ８８６により距離（セルギャップ）が制御されている。配向膜８８７
上には、対向電極８８８、カラーフィルター８８９を介して第２基板８９０が設けられて
いる。第１の基板８００及び第２の基板８９０はシール材８８０によって固着されている
。
【００８３】
　また、第１の基板８００の外側には、偏光板８９１が、第２の基板８９０の外側には、
偏光板８９２が設けられている。なお、本実施の形態に示す液晶表示装置は透過型である
ため、第１の基板８００及び第２の基板８９０に偏光板を設けているが、例えば、反射型
の液晶表示装置とする場合には、第２の基板８９０のみに偏光板を設ければよい。本発明
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は透過型、反射型、及びそれらを組み合わせた半透過型のいずれにも適用することができ
る。
【００８４】
　また、端子領域８７０には、端子電極８７４が設けられている。該端子電極８７４は、
異方性導電層８７６によって、外部入力端子８７８と電気的に接続されている。
【００８５】
　次に、図８で示した液晶表示装置の製造方法の一例に関して説明する。
【００８６】
　まず、半導体基板を用意する（図９（Ａ）参照）。ここでは、図２（Ｂ）に類似した半
導体基板を適用する例を示すが、本発明はこれに限定して解釈されるものではない。
【００８７】
　ベース基板である基板８００上には、絶縁層８０２を介して非単結晶半導体層８１０が
、接合層８０４及び絶縁層８０６を介して単結晶半導体層８１１が設けられている。基板
８００としては、絶縁表面を有する基板または絶縁基板を用いる。例えば、アルミノシリ
ケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスのような電子工業
用に使われる各種ガラス基板、石英基板、セラミック基板、サファイヤ基板等を用いるこ
とができる。ここでは、ガラス基板を用いるものとする。
【００８８】
　なお、ガラス基板からアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属などの可動イオンの拡散
を防ぐため、下地絶縁層として機能する絶縁層を別に設けても良い。具体的には、窒化シ
リコン層又は窒化酸化シリコン層等の窒素を含有する絶縁層を設けることが好ましい。
【００８９】
　次に、非単結晶半導体層８１０を選択的にエッチングして、表示部８２０に非単結晶半
導体層８２１を形成し、単結晶半導体層８１１を選択的にエッチングして、第１の駆動回
路部８３０に第１の単結晶半導体層８３１及び第２の単結晶半導体層８４１を形成する。
そして、非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半導体層８３１及び第２の単結晶半導体
層８４１上に、ゲート絶縁層８１２を介してゲート電極８１４を形成する（図９（Ｂ）参
照）。
【００９０】
　なお、完成するトランジスタの閾値電圧を制御するため、非単結晶半導体層８２１、第
１の単結晶半導体層８３１及び第２の単結晶半導体層８４１に低濃度の一導電型を付与す
る不純物元素を添加してもよい。この場合、トランジスタのチャネル形成領域にも不純物
元素が添加されることになる。なお、ここで添加する不純物元素は、ソース領域又はドレ
イン領域として機能する高濃度不純物領域及びＬＤＤ領域として機能する低濃度不純物領
域よりも低い濃度で添加する。
【００９１】
　ゲート電極８１４は、基板全面に導電層を形成した後、該導電層を選択的にエッチング
して所望の形状に加工して形成する。ここでは、ゲート電極８１４として導電層による積
層構造を形成した後、選択的にエッチングして、分離した導電層が非単結晶半導体層８２
１、第１の単結晶半導体層８３１及び第２の単結晶半導体層８４１をそれぞれ横断するよ
うに加工している。
【００９２】
　ゲート電極８１４を形成する導電層は、ＣＶＤ法やスパッタリング法により、タンタル
（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）
、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、又はニオブ（Ｎｂ）等の金属元素、又は当該金属
元素を含む合金材料若しくは化合物材料を用いて基板全面に導電層を形成した後、当該導
電層を選択的にエッチングして形成することができる。また、リン等の一導電型を付与す
る不純物元素が添加された多結晶シリコンに代表される半導体材料を用いて形成すること
もできる。
【００９３】
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　なお、ここではゲート電極８１４を２層の導電層の積層構造で形成する例を示すが、ゲ
ート電極は単層構造でも３層以上の積層構造でもよい。また、導電層の側面をテーパ形状
としてもよい。ゲート電極を導電層の積層構造とする場合、下層の導電層の幅を大きくし
てもよいし、各層の側面を異なる角度のテーパ形状としてもよい。
【００９４】
　ゲート絶縁層８１２は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、ＡＬＤ法等を用いて、酸化シリ
コン、酸化窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタルなどの材料
を用いて形成することができる。また、非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半導体層
８３１及び第２の単結晶半導体層８４１をプラズマ処理により固相酸化又は固相窒化して
形成することもできる。その他、ＣＶＤ法等により絶縁層を形成した後、当該絶縁層をプ
ラズマ処理により固相酸化又は固相窒化して形成してもよい。
【００９５】
　なお、図９（Ｂ）では、ゲート絶縁層８１２とゲート電極８１４の側端部が揃うように
加工される例を示すが、特に限定されず、ゲート電極８１４のエッチングにおいてゲート
絶縁層８１２を残すように加工してもよい。
【００９６】
　また、ゲート絶縁層８１２に高誘電率物質（ｈｉｇｈ－ｋ材料とも呼ばれる）を用いる
場合には、ゲート電極８１４を多結晶シリコン、シリサイド、金属若しくは金属窒化物で
形成する。好ましくは金属若しくは金属窒化物で形成することが望ましい。例えば、ゲー
ト電極８１４のうちゲート絶縁層８１２と接する導電層を金属窒化物材料で形成し、その
上の導電層を金属材料で形成する。この組み合わせを用いることによって、ゲート絶縁層
を薄膜化した場合でもゲート電極に空乏層が広がることを防ぐことができ、微細化した場
合にもトランジスタの駆動能力を損なわずに済む。
【００９７】
　次に、ゲート電極８１４上に絶縁層８１６を形成する。そして、ゲート電極８１４をマ
スクとして一導電型を付与する不純物元素を添加する（図９（Ｃ）参照）。ここでは、第
１の駆動回路部８３０に形成された第１の単結晶半導体層８３１及び第２の単結晶半導体
層８４１に相異なる導電型を付与する不純物元素を添加する例を示す。また、表示部８２
０に形成された非単結晶半導体層８２１には第１の単結晶半導体層８３１と同じ導電型を
付与する不純物元素を添加する例を示す。
【００９８】
　表示部８２０に形成された非単結晶半導体層８２１には、ゲート電極８１４をマスクと
して自己整合的に一対の不純物領域８２３と、当該一対の不純物領域８２３の間に位置す
るチャネル形成領域８２５が形成される。
【００９９】
　第１の駆動回路部８３０に形成された第１の単結晶半導体層８３１には、ゲート電極８
１４をマスクとして自己整合的に一対の不純物領域８３３と、当該一対の不純物領域８３
３の間に位置するチャネル形成領域８３５が形成される。第２の単結晶半導体層８４１に
は、ゲート電極８１４をマスクとして自己整合的に一対の不純物領域８４３と、当該一対
の不純物領域８４３の間に位置するチャネル形成領域８４５が形成される。不純物領域８
３３及び不純物領域８４３は、相異なる導電型の不純物元素が添加されている。
【０１００】
　一導電型を付与する不純物元素としては、ボロン（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリ
ウム（Ｇａ）等のｐ型を付与する元素、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）等のｎ型を付与する元
素を用いることができる。本実施の形態では、表示部８２０に形成された非単結晶半導体
層８２１、第１の駆動回路部８３０に形成された第１の単結晶半導体層８３１にｎ型を付
与する元素、例えばリンを添加する。また、第２の単結晶半導体層８４１にｐ型を付与す
る元素、例えばボロンを添加する。なお、非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半導体
層８３１に不純物元素を添加する際は、レジストマスク等を用いて第２の単結晶半導体層
８４１を選択的に覆えばよい。同様に、第２の単結晶半導体層８４１に不純物元素を添加
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する際は、レジストマスク等を用いて非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半導体層８
３１を選択的に覆えばよい。
【０１０１】
　絶縁層８１６は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、ＡＬＤ法等を用いて、酸化シリコン或
いは酸化窒化シリコン、又は窒化シリコン或いは窒化酸化シリコンなどの材料を用いて形
成することができる。一導電型を付与する不純物元素を添加する際に、絶縁層８１６を通
過させて添加する構成とすることで、非単結晶半導体層及び単結晶半導体層に与えるダメ
ージを低減することができる。
【０１０２】
　次に、ゲート電極８１４の側面にサイドウォール絶縁層８１８を形成する。そして、ゲ
ート電極８１４及びサイドウォール絶縁層８１８をマスクとして一導電型を付与する不純
物元素を添加する（図９（Ｄ）参照）。なお、非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半
導体層８３１及び第２の単結晶半導体層８４１には、それぞれ先の工程（不純物領域８２
３、不純物領域８３３及び不純物領域８４３を形成する工程）で添加した不純物元素と同
じ導電型の不純物元素を添加する。また、先の工程で添加した不純物元素よりも高い濃度
で添加する。
【０１０３】
　非単結晶半導体層８２１には、ゲート電極８１４及びサイドウォール絶縁層８１８をマ
スクとして自己整合的に一対の高濃度不純物領域８２６と、一対の低濃度不純物領域８２
４が形成される。ここで形成される高濃度不純物領域８２６はソース領域又はドレイン領
域として機能し、低濃度不純物領域８２４はＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒ
ａｉｎ）領域として機能する。
【０１０４】
　第１の単結晶半導体層８３１には、ゲート電極８１４及びサイドウォール絶縁層８１８
をマスクとして自己整合的に一対の高濃度不純物領域８３６と、一対の低濃度不純物領域
８３４が形成される。ここで形成される高濃度不純物領域８３６はソース領域又はドレイ
ン領域として機能し、低濃度不純物領域８３４はＬＤＤ領域として機能する。第２の単結
晶半導体層８４１には、ゲート電極８１４及びサイドウォール絶縁層８１８をマスクとし
て自己整合的に一対の高濃度不純物領域８４６と、一対の低濃度不純物領域８４４が形成
される。
【０１０５】
　なお、非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半導体層８３１に不純物元素を添加する
際は、レジストマスク等を用いて第２の単結晶半導体層８４１を選択的に覆えばよい。同
様に、第２の単結晶半導体層８４１に不純物元素を添加する際は、レジストマスク等を用
いて非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半導体層８３１を選択的に覆えばよい。
【０１０６】
　サイドウォール絶縁層８１８は、絶縁層８１６を介してゲート電極８１４の側面に設け
られる。例えば、ゲート電極８１４を埋め込むように形成した絶縁層を、垂直方向を主体
とした異方性エッチングを行うことによって、ゲート電極８１４の側面に自己整合的に形
成することができる。サイドウォール絶縁層８１８は、窒化シリコン或いは窒化酸化シリ
コン、又は酸化シリコン或いは酸化窒化シリコンなどの材料を用いて形成することができ
る。なお、絶縁層８１６を酸化シリコン又は酸化窒化シリコンを用いて形成する場合、サ
イドウォール絶縁層８１８を窒化シリコン又は窒化酸化シリコンを用いて形成することで
、絶縁層８１６をエッチングストッパーとして機能させることができる。また、絶縁層８
１６を窒化シリコン又は窒化酸化シリコンを用いて形成する場合は、サイドウォール絶縁
層８１８を酸化シリコン又は酸化窒化シリコンを用いて形成すればよい。このように、エ
ッチングストッパーとして機能しうる絶縁層を設けることで、サイドウォール絶縁層を形
成する際のオーバーエッチングにより非単結晶半導体層及び単結晶半導体層がエッチング
されてしまうのを防ぐことができる。
【０１０７】
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　次に、絶縁層８１６の露出部をエッチングする（図１０（Ａ）参照）。絶縁層８１６は
、サイドウォール絶縁層８１８及びゲート電極８１４の間、サイドウォール絶縁層８１８
及び非単結晶半導体層８２１の間、サイドウォール絶縁層８１８及び第１の単結晶半導体
層８３１の間、並びにサイドウォール絶縁層８１８及び第２の単結晶半導体層８４１の間
に残る。
【０１０８】
　なお、ソース領域又はドレイン領域として機能する高濃度不純物領域を低抵抗化するた
め、シリサイド層を形成してもよい。シリサイド層としては、コバルトシリサイド若しく
はニッケルシリサイドを適用すれば良い。非単結晶半導体層及び単結晶半導体層の膜厚が
薄い場合には、高濃度不純物領域が形成された非単結晶半導体層及び単結晶半導体層の底
部までシリサイド反応を進めてフルシリサイド化しても良い。
【０１０９】
　次に、基板８００全面に絶縁層８０８を形成した後、該絶縁層８０８を選択的にエッチ
ングして、表示部８２０の非単結晶半導体層８２１に形成された高濃度不純物領域８２６
に達する開口を形成する。また、第１の駆動回路部８３０の第１の単結晶半導体層８３１
及び第２の単結晶半導体層８４１に形成された高濃度不純物領域８３６及び高濃度不純物
領域８４６にそれぞれ達する開口を形成する。そして、該開口を埋め込むように導電層８
１９を形成する。また、端子領域８７０に端子電極８７４を形成する（図１０（Ｂ）参照
）。
【０１１０】
　絶縁層８０８は、ＣＶＤ法やスパッタリング法、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、塗布法等により、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シ
リコン、窒化酸化シリコン等の酸素若しくは窒素を含む無機絶縁材料や、ＤＬＣ（ダイヤ
モンドライクカーボン）等の炭素を含む絶縁材料、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、
ポリビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル等の有機絶縁材料またはシロキサ
ン樹脂等のシロキサン材料を用いて形成する。なお、シロキサン材料とは、Ｓｉ－Ｏ－Ｓ
ｉ結合を含む材料に相当する。シロキサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で
骨格構造が構成される。置換基として、少なくとも水素を含む有機基（例えばアルキル基
、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基として、フルオロ基を用いることもできる。ま
たは置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、フルオロ基とを用いてもよい。また
、絶縁層８０８は、ＣＶＤ法やスパッタリング法、ＡＬＤ法を用いて絶縁層を形成した後
、当該絶縁層に酸素雰囲気下又は窒素雰囲気下でプラズマ処理を行ってもよい。ここでは
絶縁層８０８は単層構造の例を示すが、２層以上の積層構造としてもよい。また、無機絶
縁層や、有機絶縁層を組み合わせて形成してもよい。例えば、基板８００全面にパッシベ
ーション層として機能する窒化シリコン膜や窒化酸化シリコン膜を形成し、その上層に平
坦化層として機能するリンシリケートガラス（ＰＳＧ）やボロンリンシリケートガラス（
ＢＰＳＧ）を材料に用いた絶縁層を形成することができる。
【０１１１】
　導電層８１９は、ソース電極又はドレイン電極として機能する。導電層８１９は、絶縁
層８０８に形成された開口を介して、非単結晶半導体層８２１、第１の単結晶半導体層８
３１又は第２の単結晶半導体層８４１と電気的に接続される。
【０１１２】
　導電層８１９は、ＣＶＤ法やスパッタリング法を用いて、アルミニウム（Ａｌ）、タン
グステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル（
Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネオ
ジム（Ｎｄ）等の金属元素、炭素（Ｃ）やシリコン（Ｓｉ）等の元素、又はこれらを含む
合金材料若しくは化合物材料を用いて単層構造又は積層構造で導電層を形成し、当該導電
層を選択的にエッチングすることで形成できる。アルミニウムを含む合金材料としては、
例えば、アルミニウムを主成分としてニッケルを含む材料、又は、アルミニウムを主成分
として、ニッケルと、炭素又はシリコンの一方又は両方を含む合金材料が挙げられる。ま
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た、タングステンを含む化合物材料としては、例えばタングステンシリサイドが挙げられ
る。導電層８１９は、例えば、バリア層とアルミニウムシリコン（Ａｌ－Ｓｉ）層とバリ
ア層の積層構造、バリア層とアルミニウムシリコン（Ａｌ－Ｓｉ）層と窒化チタン層とバ
リア層の積層構造を採用することができる。なお、バリア層とは、チタン、チタンの窒化
物、モリブデン、又はモリブデンの窒化物からなる薄膜に相当する。アルミニウムやアル
ミニウムシリコンは抵抗値が低く、安価であるため、ソース電極又はドレイン電極として
機能する導電層を形成する材料として最適である。また、ソース電極又はドレイン電極と
して機能する導電層を、上層と下層にバリア層を設けた積層構造とすると、アルミニウム
やアルミニウムシリコンのヒロックの発生を防止することができるため好ましい。
【０１１３】
　端子領域８７０に形成される端子電極８７４は、後に形成されるＦＰＣ等の外部入力端
子と第１の駆動回路部８３０及び第２の駆動回路部８５０とを電気的に接続させるための
電極として機能する。ここでは、導電層８１９と同一の材料を用いて端子電極８７４を形
成する例を示している。
【０１１４】
　以上で、表示部８２０に非単結晶半導体層８２１を有するトランジスタが形成された画
素回路部８２２が形成される。また、第１の駆動回路部８３０に第１の単結晶半導体層８
３１を有するトランジスタ及び第２の単結晶半導体層８４１を有するトランジスタが形成
された周辺回路部８３２が形成される。
【０１１５】
　なお、本実施の形態では、非単結晶半導体層と単結晶半導体層に同時にドーピング等を
適用する工程について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。非単結晶半
導体層に最適な工程、単結晶半導体層に最適な工程を用いて液晶表示装置を作製しても良
い。なお、非単結晶半導体層と単結晶半導体層に、同時にエッチングやドーピング等を適
用する場合には、作製工程が非常に簡略化できるため、低コスト化、歩留まりの向上等の
有利な効果が得られる。
【０１１６】
　次に、表示部８２０及び第１の駆動回路部８３０上に絶縁層８０９を形成する。そして
、表示部８２０上に形成された絶縁層８０９を選択的にエッチングして、画素回路部８２
２に形成されたトランジスタの導電層８１９に達する開口を形成する。その後、該開口を
埋め込むように画素電極８６０を形成する（図１０（Ｃ）参照）。
【０１１７】
　絶縁層８０９は、表示部８２０及び第１の駆動回路部８３０の凹凸を平滑化して、平坦
な表面を形成できる平坦化層であることが好ましい。例えば、エポキシ、ポリイミド、ポ
リアミド、ポリビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル等の有機絶縁材料又は
シロキサン樹脂等のシロキサン材料を用いて形成することができる。ここでは、絶縁層８
０９を単層構造とする例を示すが、２層以上の積層構造としてもよい。積層構造にする場
合、例えば、有機樹脂などを上層にし、酸化シリコン、窒化シリコンまたは酸化窒化シリ
コン等の無機絶縁層を下層にした積層構造、又は無機絶縁層で有機絶縁層を挟持する構造
とすることができる。絶縁層８０９は、各種印刷法（スクリーン印刷、平版印刷、凸版印
刷、グラビア印刷等）、液滴吐出法、ディスペンサ法等を用いて選択的に形成することが
できる。また、スピンコート法等を用いて絶縁層を全面に形成した後、所望の領域（ここ
では表示部８２０及び第１の駆動回路部８３０）以外を選択的にエッチングして絶縁層８
０９を形成することもできる。
【０１１８】
　画素電極８６０は、本実施の形態では可視光を透過する材料を用いて形成することが好
ましい。可視光を透過する導電性材料としては、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化シ
リコンを含むインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜
鉛（ＩＺＯ）、又はガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）等が挙げられる。一方、画素
電極８６０の膜厚を十分に小さくできる場合には、上記の材料に限らない。通常の厚さで
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は、光を透過しない材料であっても、十分に薄く形成した場合には光を透過するためであ
る。このような場合には、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モ
リブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、銀（Ａｇ）等の金属元素、
又は当該金属元素を含む合金材料若しくは化合物材料を用いることも可能である。なお、
反射型又は半透過型の液晶表示装置を作製する場合には上記の金属元素等を用いると良い
。
【０１１９】
　次に、スペーサ８８６を形成した後、画素電極８６０及びスペーサ８８６を覆うように
配向膜８８２を形成する。そして、表示部８２０及び第１の駆動回路部８３０、第２の駆
動回路部８５０を囲うようにシール材８８０を形成する（図１１（Ａ）参照）。
【０１２０】
　スペーサ８８６は、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、アクリル
等の有機絶縁材料、又は酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリ
コン等の無機絶縁材料を用いて、単層構造又は積層構造で形成することができる。本実施
の形態ではスペーサ８８６として柱状のスペーサを形成するため、基板全面に絶縁層を形
成した後、エッチング加工して所望の形状のスペーサを得る。なお、スペーサ８８６の形
状は特に限定されず、球状のスペーサを散布してもよい。スペーサ８８６により、セルギ
ャップを保持することができる。
【０１２１】
　配向膜８８２は、液晶を一定方向に配列させることが可能な層である。材料は、利用す
る液晶の動作モードに応じて適宜選択すればよい。例えばポリイミド、ポリアミド等の材
料を用いて形成し、配向処理を行うことで配向膜８８２を作製することが出来る。配向処
理としては、ラビングや、紫外線の照射等を行えばよい。配向膜８８２の形成方法は特に
限定されないが、各種印刷法や液滴吐出法を用いると、絶縁層８０９上に選択的に形成す
ることができる。
【０１２２】
　シール材８８０は、表示領域を少なくとも囲うように形成する。本実施の形態では、表
示部８２０、第１の駆動回路部８３０及び第２の駆動回路部８５０の周辺を囲うようにシ
ールパターンを形成する。シール材８８０としては、熱硬化樹脂や光硬化樹脂を用いるこ
とができる。なお、シール材にフィラーを含ませることでセルギャップを保持させること
もできる。シール材８８０は、後に対向電極、カラーフィルター等設けられた基板と封止
する際に、光照射、加熱処理等を行って硬化を行う。
【０１２３】
　シール材８８０に囲まれた領域に液晶層８８４を形成する。また、カラーフィルター８
８９、対向電極８８８、配向膜８８７が順次積層された第２の基板８９０と第１の基板８
００を貼り合わせる（図１１（Ｂ）参照）。
【０１２４】
　液晶層８８４は、所望の液晶材料を用いて形成する。また、液晶層８８４は、シール材
８８０で形成されたシールパターン内に液晶材料を滴下して形成することができる。液晶
材料の滴下は、ディスペンサ法や液滴吐出法を用いて行えばよい。なお、液晶材料は予め
減圧下で脱気しておくか、滴下後に減圧下で脱気することが好ましい。また、液晶材料の
滴下の際に不純物等が混入しないように、不活性雰囲気下で行うことが好ましい。また、
液晶材料を滴下して液晶層８８４を形成した後、第１の基板８００及び第２の基板８９０
を貼り合わせるまでは、液晶層８８４に気泡等が入らないように減圧下で行うことが好ま
しい。
【０１２５】
　また、液晶層８８４は、第１の基板８００と第２の基板８９０を貼り合わせた後、シー
ル材８８０の枠状パターン内に、毛細管現象を利用して液晶材料を注入して形成すること
もできる。この場合、あらかじめシール材等に液晶の注入口となる部分を形成しておく。
なお、液晶材料は、減圧下で注入を行うことが好ましい。
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【０１２６】
　第１の基板８００と第２の基板８９０は、対向させて密着させた後、シール材８８０を
硬化させて貼り合わせることができる。このとき、第２の基板８９０に設けられた配向膜
８８７と、第１の基板８００に設けられた配向膜８８２とで、液晶層８８４が挟持される
構造となるように貼り合わせる。なお、第１の基板８００と第２の基板８９０との貼り合
わせ及び液晶層８８４の形成を行った後、加熱処理を行って液晶層８８４の配向乱れを修
正することも可能である。
【０１２７】
　第２の基板８９０としては、透光性を有する基板を用いる。例えば、アルミノシリケー
トガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス等の各種ガラス基板、
石英基板、セラミック基板、サファイヤ基板等を用いることができる。
【０１２８】
　第２の基板８９０上には、貼り合わせる前に、カラーフィルター８８９、対向電極８８
８、配向膜８８７を順に形成しておく。なお、第２の基板８９０には、カラーフィルター
８８９の他にブラックマトリクスを設けてもよい。また、カラーフィルター８８９は第２
の基板８９０の外側に設けてもよい。また、モノカラー表示とする場合は、カラーフィル
ター８８９を設けなくともよい。また、シール材を第２の基板８９０側に設けてもよい。
なお、シール材を第２の基板８９０側に設ける場合は、液晶材料は第２の基板８９０に設
けられたシール材のパターン内に滴下する。
【０１２９】
　対向電極８８８は、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化シリコンを含むインジウム錫
酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、又はガリウ
ムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）等の可視光を透過する性質を有する導電材料を用いて形
成することができる。配向膜８８７は、上記配向膜８８２と同様に形成することができる
。
【０１３０】
　以上により、第１の基板８００と第２の基板８９０との間に、液晶層８８４を含む表示
部８２０、第１の駆動回路部８３０及び第２の駆動回路部８５０が封止された構造が得ら
れる。なお、表示部８２０及び第１の駆動回路部８３０、第２の駆動回路部８５０に形成
される回路部には、トランジスタの他、抵抗やコンデンサなどを同時に作製してもよい。
また、トランジスタの構造は特に限定されない。例えば、１つの非単結晶半導体層又は単
結晶半導体層に対して複数のゲートを設けたマルチゲート構造とすることもできる。
【０１３１】
　次に、第１の基板８００及び第２の基板８９０に偏光板８９１及び偏光板８９２を設け
、端子電極８７４に異方性導電層８７６を介して外部入力端子８７８を接続する（図１１
（Ｃ）参照）。
【０１３２】
　外部入力端子８７８は外部からの信号（例えばビデオ信号、クロック信号、スタート信
号、リセット信号等）や電位を伝達する役目を担う。ここでは、外部入力端子８７８とし
てＦＰＣを接続する。なお、端子電極８７４は、第１の駆動回路部８３０及び第２の駆動
回路部８５０と電気的に接続されているものとする。
【０１３３】
　以上により液晶表示装置を得ることができる。本実施の形態に示すように、単結晶半導
体層を用いて駆動回路部を形成し、非単結晶半導体層を用いて表示部（画素部）を形成す
ることにより、作製コストを低減しつつ、必要かつ十分な特性を有する駆動回路を作製す
ることができる。これにより、完全なモノリシック型の半導体装置を作製することができ
るため、作製コストを低減することができる。また、外部にＩＣを接続することに起因し
て生じる厚みを低減することができる。また、額縁部分の面積を低減した半導体装置を作
製することができる。さらに、ガラス基板等の耐熱性が低い基板を用いて高性能な半導体
装置を作製することができる。
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【０１３４】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１３５】
　（実施の形態３）
　実施の形態２では、液晶表示装置を用いる表示装置を作製する例を示したが、本実施の
形態においてはその他の表示装置について図１２を用いて説明する。
【０１３６】
　図１２（Ａ）は、発光素子を用いる表示装置（発光装置、ＥＬ表示装置ともいわれる）
の一例である。図１２（Ｂ）は、電気泳動素子を用いる表示装置（電子ペーパ、電気泳動
表示装置ともいわれる）の一例である。なお、表示素子以外の構成は実施の形態２にて示
したものと同様であるため、詳細な説明は省略する。
【０１３７】
　図１２（Ａ）は、液晶素子の代わりに発光素子１２１０を用いた表示装置を示している
。ここでは、画素電極（陰極）１２１２と対向電極（陽極）１２１６との間に有機化合物
層１２１４が設けられている例を示す。有機化合物層１２１４は、少なくとも発光層を有
し、その他、電子注入層、電子輸送層、正孔輸送層、正孔注入層等を有していてもよい。
また、画素電極１２１２の端部は隔壁層１２１８に覆われている。隔壁層１２１８は絶縁
材料を用いて基板全面に成膜した後に画素電極１２１２の一部が露出するように加工する
か、液滴吐出法等用いて選択的に形成すればよい。画素電極１２１２及び隔壁層１２１８
上に、有機化合物層１２１４、対向電極１２１６が順に積層される。発光素子１２１０と
第２の基板８９０の間の空間１２２０は、不活性気体等を充填してもよいし、樹脂等を形
成してもよい。
【０１３８】
　なお、本実施の形態においては、有機材料を用いて発光素子を形成したが、本発明はこ
れに限定して解釈されない。無機材料を用いて発光素子を形成しても良いし、有機材料と
無機材料とを組み合わせて発光素子を形成しても良い。
【０１３９】
　図１２（Ｂ）は、液晶素子の代わりに電気泳動素子を用いた表示装置を示している。こ
こでは、画素電極１２３２と対向電極（共通電極）１２３４との間に電気泳動層１２４０
が設けられている例を示す。電気泳動層１２４０は、バインダ１２３６によって固定され
た複数のマイクロカプセル１２３０を有している。マイクロカプセル１２３０は直径１０
μｍ乃至２００μｍ程度であり、透明な液体と、正に帯電した白い微粒子と、負に帯電し
た黒い微粒子とを封入した構成となっている。当該マイクロカプセル１２３０は、画素電
極１２３２と対向電極１２３４によって電場が与えられると、白い微粒子と、黒い微粒子
が逆の方向に移動し、白または黒を表示することができる。この原理を応用した表示素子
が電気泳動素子である。電気泳動素子は、液晶素子に比べて反射率が高いため、補助ライ
ト（例えばフロントライト）が無くとも、薄暗い場所で表示部を認識することが可能であ
る。また、消費電力も小さい。さらに、表示部に電源が供給されない場合であっても、一
度表示した像を保持することが可能である。
【０１４０】
　本実施の形態は、実施の形態１及び２と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１４１】
　（実施の形態４）
　本発明の表示装置を用いた電子機器について、図１３を参照して説明する。
【０１４２】
　本発明の表示装置を用いた電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ等のカメラ
、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、
音響再生装置（カーオーディオコンポ等）、コンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（
モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録媒体を備え
た画像再生装置（具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ（ＤＶＤ）
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等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）などが挙げら
れる。
【０１４３】
　図１３（Ａ）はテレビ受像器又はパーソナルコンピュータのモニターである。筺体２０
０１、支持台２００２、表示部２００３、スピーカー部２００４、ビデオ入力端子２００
５等を含む。表示部２００３には、本発明の表示装置が用いられている。本発明により、
低コスト且つ高性能なテレビ受像器又はパーソナルコンピュータのモニターを提供するこ
とができる。
【０１４４】
　図１３（Ｂ）はデジタルカメラである。本体２１０１の正面部分には受像部２１０３が
設けられており、本体２１０１の上面部分にはシャッターボタン２１０６が設けられてい
る。また、本体２１０１の背面部分には、表示部２１０２、操作キー２１０４、及び外部
接続ポート２１０５が設けられている。表示部２１０２には、本発明の表示装置が用いら
れている。本発明により、低コスト且つ高性能なデジタルカメラを提供することができる
。
【０１４５】
　図１３（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータである。本体２２０１には、キーボー
ド２２０４、外部接続ポート２２０５、ポインティングデバイス２２０６が設けられてい
る。また、本体２２０１には、表示部２２０３を有する筐体２２０２が取り付けられてい
る。表示部２２０３には、本発明の表示装置が用いられている。本発明により、低コスト
且つ高性能なノート型パーソナルコンピュータを提供することができる。
【０１４６】
　図１３（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体２３０１、表示部２３０２、スイッ
チ２３０３、操作キー２３０４、赤外線ポート２３０５等を含む。表示部２３０２には、
本発明の表示装置が用いられている。本発明により、低コスト且つ高性能なモバイルコン
ピュータを提供することができる。
【０１４７】
　図１３（Ｅ）は画像再生装置である。本体２４０１には、表示部Ｂ２４０４、記録媒体
読み込み部２４０５及び操作キー２４０６が設けられている。また、本体２４０１には、
スピーカー部２４０７及び表示部Ａ２４０３それぞれを有する筐体２４０２が取り付けら
れている。表示部Ａ２４０３及び表示部Ｂ２４０４それぞれには、本発明の表示装置が用
いられている。本発明の表示装置を有することにより、低コスト且つ高性能な画像再生装
置を提供することができる。
【０１４８】
　図１３（Ｆ）は電子書籍である。本体２５０１には操作キー２５０３が設けられている
。また、本体２５０１には複数の表示部２５０２が取り付けられている。表示部２５０２
には、本発明の表示装置が用いられている。本発明の表示装置を有することにより、低コ
スト且つ高性能な電子書籍を提供することができる。
【０１４９】
　図１３（Ｇ）はビデオカメラであり、本体２６０１には外部接続ポート２６０４、リモ
コン受信部２６０５、受像部２６０６、バッテリー２６０７、音声入力部２６０８、操作
キー２６０９、及び接眼部２６１０が設けられている、また、本体２６０１には、表示部
２６０２を有する筐体２６０３が取り付けられている。表示部２６０２には、本発明の表
示装置が用いられている。本発明により、低コスト且つ高性能なビデオカメラを提供する
ことができる。
【０１５０】
　図１３（Ｈ）は携帯電話であり、本体２７０１、筐体２７０２、表示部２７０３、音声
入力部２７０４、音声出力部２７０５、操作キー２７０６、外部接続ポート２７０７、ア
ンテナ２７０８等を含む。表示部２７０３には、本発明の表示装置が用いられている。本
発明により、低コスト且つ高性能な携帯電話を提供することができる。
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【０１５１】
　以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いることが
可能である。なお、本実施の形態は、実施の形態１乃至３と適宜組み合わせて用いること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】本発明の半導体基板の斜視図。
【図２】本発明の半導体基板の断面図。
【図３】本発明の半導体基板の断面図。
【図４】本発明の半導体基板の作製工程を示す図。
【図５】本発明の半導体基板の作製工程を示す図。
【図６】本発明の半導体基板の作成工程を示す図。
【図７】本発明の半導体基板の作成工程を示す図。
【図８】本発明の液晶表示装置を示す図。
【図９】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図１０】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図１１】本発明の液晶表示装置の作製工程を示す図。
【図１２】本発明の表示装置を示す図。
【図１３】本発明の電子機器を示す図。
【図１４】従来の表示装置の構成例を示す図。
【符号の説明】
【０１５３】
１００　　半導体基板
１１０　　ベース基板
１２０　　絶縁層
１２２　　接合層
１２４　　窒素含有絶縁層
１２６　　酸化シリコン層
１３０　　単結晶半導体層
１４０　　絶縁層
１５０　　非単結晶半導体層
１６０　　絶縁層
１６２　　バリア層
１６４　　接合層
４００　　ベース基板
４０２　　絶縁層
４０４　　半導体層
４０８　　レーザー光
４１０　　結晶性半導体層
５００　　単結晶半導体基板
５０２　　イオン
５０４　　イオンドーピング層
５０６　　絶縁層
５０８　　接合層
５１０　　単結晶半導体基板
５１２　　単結晶半導体層
８００　　基板
８０２　　絶縁層
８０４　　接合層
８０６　　絶縁層
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８０８　　絶縁層
８０９　　絶縁層
８１０　　非単結晶半導体層
８１１　　単結晶半導体層
８１２　　ゲート絶縁層
８１４　　ゲート電極
８１６　　絶縁層
８１８　　サイドウォール絶縁層
８１９　　導電層
８２０　　表示部
８２１　　非単結晶半導体層
８２２　　画素回路部
８２３　　不純物領域
８２４　　低濃度不純物領域
８２５　　チャネル形成領域
８２６　　高濃度不純物領域
８３０　　駆動回路部
８３１　　単結晶半導体層
８３２　　周辺回路部
８３３　　不純物領域
８３４　　低濃度不純物領域
８３５　　チャネル形成領域
８３６　　高濃度不純物領域
８４１　　単結晶半導体層
８４３　　不純物領域
８４４　　低濃度不純物領域
８４５　　チャネル形成領域
８４６　　高濃度不純物領域
８５０　　駆動回路部
８６０　　画素電極
８７０　　端子領域
８７４　　端子電極
８７６　　異方性導電層
８７８　　外部入力端子
８８０　　シール材
８８２　　配向膜
８８４　　液晶層
８８６　　スペーサ
８８７　　配向膜
８８８　　対向電極
８８９　　カラーフィルター
８９０　　基板
８９１　　偏光板
８９２　　偏光板
１２１０　　発光素子
１２１２　　画素電極
１２１４　　有機化合物層
１２１６　　対向電極
１２１８　　隔壁層
１２２０　　空間
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１２３０　　マイクロカプセル
１２３２　　画素電極
１２３４　　対向電極
１２３６　　バインダ
１２４０　　電気泳動層
１４００　　基板
１４０１　　画素部
１４０２　　画素
１４０３　　走査線側入力端子
１４０４　　信号線側入力端子
１４５０　　ＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）
１４５１　　ＩＣ
１４６０　　駆動回路
２００１　　筺体
２００２　　支持台
２００３　　表示部
２００４　　スピーカー部
２００５　　ビデオ入力端子
２１０１　　本体
２１０２　　表示部
２１０３　　受像部
２１０４　　操作キー
２１０５　　外部接続ポート
２１０６　　シャッターボタン
２２０１　　本体
２２０２　　筐体
２２０３　　表示部
２２０４　　キーボード
２２０５　　外部接続ポート
２２０６　　ポインティングデバイス
２３０１　　本体
２３０２　　表示部
２３０３　　スイッチ
２３０４　　操作キー
２３０５　　赤外線ポート
２４０１　　本体
２４０２　　筐体
２４０３　　表示部Ａ
２４０４　　表示部Ｂ
２４０５　　記録媒体読み込み部
２４０６　　操作キー
２４０７　　スピーカー部
２５０１　　本体
２５０２　　表示部
２５０３　　操作キー
２６０１　　本体
２６０２　　表示部
２６０３　　筐体
２６０４　　外部接続ポート
２６０５　　リモコン受信部
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２６０６　　受像部
２６０７　　バッテリー
２６０８　　音声入力部
２６０９　　操作キー
２６１０　　接眼部
２７０１　　本体
２７０２　　筐体
２７０３　　表示部
２７０４　　音声入力部
２７０５　　音声出力部
２７０６　　操作キー
２７０７　　外部接続ポート
２７０８　　アンテナ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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